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平成２４年９月２８日 

関 係 者   各 位 

                                    株 式 会 社 プ ラ ネ ッ ク ス 

東京都中央区銀座８丁目１２番５号  

峯田ビル５階  

銀 座 P L U S 総 合 法 律 事 務 所 

上記代理人  

弁 護 士  臼 坂 富 士 彦 

ＴＥＬ ０３－６２２８－４６１０ 

ＦＡＸ ０３－６２２８－４６１１           

経 過 報 告 書 
   

プラネックス従業員になりすましたなりすましブログについての発信者情報

開示訴訟（平成 24 年（ワ）第 10091 号）は，平成２４年９月２０日に当方の請

求を認容する判決を取得したため被告からの控訴がなければこの判決に基づき

発信者を特定していく手続きを進めて行きます。  

また，もう１件のなりすましブログにつきましては，本日発信者情報開示訴

訟（平成 24 年（ワ）第 20503 号）の第１回期日が開かれ，次回期日は１１月２

日となりました。  

株式会社 P社代表者から関係各所に対し送信されたプラネックス従業員に対

する名誉を毀損するメール送信行為については，従業員４名について現在訴訟

係属中となっております。  

本件に関し，今後の調査結果及び法的手続きの進展につきまして，当職が責任

をもって引き続きご報告させて頂きます。  

以上  


